
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各一対の側壁１及び端壁２から周壁をなし、両側壁１から延出した蓋フラップ３に、一
方の端壁２から延出した蓋板４を重ねて封止する包装箱において、前記蓋板４の先端から
延出した差込板９に折返片１０を設け、他方の端壁２の裏面に重ねた内折板５に切抜部１
１を形成すると共に、この端壁２に繋部付きの切込１３を入れて切抜部１１に一致する押
込片１２を形成し、蓋フラップ３の基端に繋部付きの切込１５を入れ、

折返片１０を外向きに折り返して、差込板９
を蓋フラップ３と内折板５の間に差し込み、折返片１０を切抜部１１に係合させてロック
し

ことを特徴とする改竄防止機能付
き包装箱。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、開封の痕跡を残すことにより、包装した商品へのいたずらを防止する機能を
備えた包装箱に関するものである。
【０００２】
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また、蓋板４の裏
面の四隅及び中間部に誘導罫線１４を入れ、

、押込片１２を押し込んで折返片１０を押し、折返片１０と切抜部１１の係合を解除す
ることにより開封すると、押込片１２の切込１３の繋部が切れ、押込片１２を押し込むこ
となく、蓋板４を無理に開こうとすると、蓋フラップ３の切込１５の繋部が切れると共に
、蓋板４が誘導罫線１４に沿って折れ曲がるようにした



【従来の技術】
従来、プリンタ用のロール紙を包装する箱として、図９に示すように、各一対の側壁５１
及び端壁５２から周壁をなし、両側壁５１の上縁から延出した蓋フラップ５３に、一方の
端壁５２の上縁から延出した蓋板５４を重ね、その先端から延出した貼付板５５をホット
メルト接着剤で他方の端壁５２の外面に貼り付けて封止するものが使用されている。
【０００３】
この包装箱では、貼付板５５の接着部５６より基端側にジッパ５７が設けられており、こ
のジッパ５７を切断しなければ開封できないので、例えば、正規の商品を粗悪品にすり替
えて再封緘しても、開封の痕跡が必ず残ることとなり、そのような犯罪が防止される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のような包装箱では、商品の包装に際し、ホットメルト接着剤による
封緘のため包装作業の効率が低下し、材料や封緘機の運用に要するコストが高くなるとい
う問題がある。
【０００５】
そこで、この発明は、接着剤を用いることなく簡単に封緘でき、開封の痕跡を残して商品
へのいたずらを阻止できる包装箱を提供することを課題とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するため、この発明に係る包装箱は、蓋板の差込板に折返片を設け、この
折返片を外向きに折り返し、対向する内折板に形成した切抜部に係合させてロックすると
共に、端壁に繋部付きの切込を入れて前記切抜部に一致する押込片を形成し、蓋フラップ
の基端に繋部付きの切込を入れたのである。
【０００７】
この包装箱では、押込片を押し込んで開封すると、その切込の繋部が切れ、押込片を押し
込むことなく、蓋板を無理に引き上げて開封しようとすると、蓋フラップの基端切込の繋
部が切れて、いずれにしても痕跡が残ることになる。
【０００８】
また、蓋板の裏面に誘導罫線を入れておくと、押込片を押し込むことなく、蓋板を無理に
引き上げて開封しようとした場合、蓋板が誘導罫線に沿って折れ曲がるので、異常を発見
しやすくなる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の形態を添付図面に基づいて説明する。
【００１０】
この包装箱のブランクでは、図１に示すように、各一対の側壁１及び端壁２が交互に連設
され、両側壁１の上縁には蓋フラップ３が、一方の端壁２の上縁には蓋板４が、他方の端
壁２の上縁には内折板５が連設されている。また、両側壁１の下縁には底フラップ６が、
両端壁２の下縁には底板７が連設されている。
【００１１】
他方の端壁２の外縁には継代８が、蓋板４の先端には差込板９がそれぞれ連設され、差込
板９の一側部先端には折返片１０が設けられている。内折板５の一側部には切抜部１１が
設けられ、この端壁２の一側上部には、繋部付きのジッパ形切込１３を入れて、切抜部１
１と対称形状の押込片１２が形成されている。
【００１２】
また、蓋板４の裏面において、四隅及び中間部には誘導罫線１４が入れられ、継代８の反
対側に位置する側壁１から延出された蓋フラップ３の基端には、繋部付きのジッパ形切込
１５が入れられている。
【００１３】
このブランクを組み立てて商品を包装するには、図２に示すように、各一対の側壁１及び
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端壁２を角筒状に折り曲げ、継代８を反対側の側壁１に貼り付けて周壁を形成し、底フラ
ップ６と底板７とを貼り合わせ、対向する底板７同士を噛み合わせて底面を閉止する。
【００１４】
そして、図３に示すように、内折板５を端壁２の裏面に折り重ね、折返片１０を外向きに
折り返して蓋板４を閉じ、差込板９を蓋フラップ３と内折板５の間に差し込むと、折返片
１０が反発により切抜部１１に嵌まり込んで係合し、蓋板４がロックされる。
【００１５】
このように、上記包装箱では、折返片１０と切抜部１１の係合により、接着剤を用いるこ
となく封緘できるので、効率よく商品を包装することができ、包装コストを削減すること
ができる。
【００１６】
一方、この包装箱を開封する際には、図４及び図５に示すように、切込１３の繋部を切断
して押込片１２を押し込み、押込片１２により折返片１０を押して、折返片１０と切抜部
１１の係合を解除し、図６に示すように蓋板４を開く。
【００１７】
このように開封すると、商品をすり替えて再封緘しても、切込１３の繋部が切断された痕
跡が残るので、検品時に不正が露見する可能性が高く、商品へのいたずらを防止すること
ができる。
【００１８】
また、図７及び図８に示すように、押込片１２を押し込むことなく、蓋板４を無理に引き
上げて開封しようとした場合、蓋板４が誘導罫線１４に沿って折れ曲がり、蓋フラップ３
の切込１５の繋部が切れるので、異常を容易に発見できる。
【００１９】
【発明の効果】
以上のように、この発明に係る包装箱では、折返片と切抜部の係合により、接着剤を用い
ることなく封緘でき、押込片を押し込んで開封すると、その切込の繋部が切れ、また、押
込片を押し込むことなく、蓋板を無理に引き上げて開封しようとすると、蓋フラップの基
端切込の繋部が切れる。
【００２０】
このように、いずれにしても痕跡が残ることになるので、検品時に外見から不正を発見す
ることができ、商品へのいたずらを防止して、物流過程での安全性を確保することができ
る。
【００２１】
また、蓋板の裏面に誘導罫線を入れておくと、押込片を押し込むことなく、蓋板を無理に
引き上げて開封しようとした場合、蓋板が誘導罫線に沿って折れ曲がるので、異常を容易
に発見できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施形態に係る包装箱のブランクを示す図
【図２】同上の組立状態を示す斜視図
【図３】同上の要部縦断側面図
【図４】同上の開封過程を示す斜視図
【図５】同上の要部縦断側面図
【図６】同上の開蓋状態を示す斜視図
【図７】同上の不正開封による変形状態を示す斜視図
【図８】同上の要部縦断側面図
【図９】従来の包装箱を示す斜視図
【符号の説明】
１　側壁
２　端壁
３　蓋フラップ
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４　蓋板
５　内折板
９　差込板
１０　折返片
１１　切抜部
１２　押込片
１３　切込
１４　誘導罫線
１５　切込

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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